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第２回青森地方最低賃金審議会議事録 

 

１  日 時  令和５年８月２日 （水） 午後２時５７分～午後４時１６分 

２  場 所  青森合同庁舎４階 共用会議室 

３  出席者 

【委 員】 公 益 委 員  石 岡 委 員 森 宏之委員 飛 鳥 委 員 森 理恵委員  

労働者委員 赤 間 委 員 秋田谷委員 野 坂 委 員 保土澤委員 金 渕 委 員 

使用者委員 小山田委員 田 中 委 員 藤 井 委 員 小 野 委 員 小山内委員 

【事務局】 井嶋青森労働局長 上野労働基準部長 八木澤賃金室長 佐藤室長補佐 中野賃金指導官 

長 尾 事 務 官  

 

４ 開会  

（事務局 室長補佐） 

 定刻前でございますが、ただ今から第２回青森地方最低賃金審議会を開会いたします。 

本日の委員の出欠状況ですが、中村委員が都合により欠席されておりますが、定足数に達して

おりますことを報告いたします。 

また、本日の審議会は公開となっていることから、傍聴人の募集公示を行ったところ、４名の

方から傍聴申し込みがなされ、本日傍聴されていることを報告いたします。 

それでは、井嶋青森労働局長より挨拶を申し上げます。 

局長よろしくお願いいたします。 

 

（井嶋局長） 

委員の皆様におかれましては、御多用のところ、また暑さが続く中、本審議会にご出席いただ

きましてありがとうございます。 

７月２８日に中央最低賃金審議会の会長から厚生労働大臣に対して「令和５度地域別最低賃

金額改定の目安について」の答申がなされましたので、本日の会議では、その内容を伝達させて

いただきたいと思っております。 

答申の詳細につきまして、後ほどご説明いたしますが、令和５年度地域別最低賃金額改定の目

安の金額については、中央最低賃金審議会の公労使三者において意見の一致をみるには至りま

せんでした。そのため、答申としては、公益委員の見解と中央最低賃金審議会目安に関する小委

員会報告を地方最低賃金審議会に提示することとされたところでございます。 

公益委員の見解を少し引用させていただきますと、「目安は、地方最低賃金審議会が審議を進

めるに当たって、全国的なバランスを配慮するという観点から参考にされるべきものであり、地

方最低賃金審議会の審議決定を拘束するものではない」とされており、一方では、「今年度の目

安額は、最低賃金が消費者物価を一定程度上回る水準である必要があることや、これまで取り組

んできた地域間格差の是正を引き続き図ること等を特に考慮して検討されたものであることに

も配意いただきたい」ともされているところでございます。 

中央最低賃金審議会からは大変難しい宿題をいただいたと感じたところでございますが、委

員の皆様には大変な御苦労をお掛けすることになりますけれども、青森県における令和５年度
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の地域別最低賃金額の改定額をどうするのか、限られた日程の中ではございますが、何卒、ご審

議のほどよろしくお願い申し上げます。 

 

（事務局 室長補佐） 

 以後の議事進行につきましては、石岡会長にお願いいたします。 

 石岡会長よろしくお願いいたします。 

 

（石岡会長） 

それでは、まず議題の１ですけれども、中央最低賃金審議会における目安の伝達というところ

になります。事務局から説明お願いします。 

 

（事務局 賃金室長） 

事務局でございます。本日は最初に令和５年度地域別最低賃金改定の目安の中央最低賃金審

議会の答申に踏まえた、中央最低審議会への中期公益委員会のビデオメッセージの方を視聴さ

せていただくことにしたいと思いますので、まず事務局から準備をしていただきますので、準備

が出来次第まず上映させていただきます。 

なお、委員の皆さまのお手元には、発言メモの方を配布させていただいております。誠に恐縮

でございますけれども、会議終了後に、その発言メモにつきましては回収させていただきますの

で、何卒よろしくお願いいたします。 

 

【戎野 中央最低賃金審議会会長代理による地賃委員あてのビデオメッセージを放映】 

中央最低賃金審議会の戎野と申します。 

令和５年度地域別最低賃金改定の目安について、中央最低賃金審議会答申を踏まえまして、メ

ッセージをお伝えしたいと思います。  

本来であれば、藤村会長がお伝えすべきところでありますが、会長が体調不良のため、会長代

理であります私よりお話申し上げたいと思います。 

どうぞよろしくお願いいたします。 

１点目はこのビデオメッセージの趣旨です。 

令和５年４月６日にとりまとめられた、「目安制度の在り方に関する全員協議会報告」におい

て、目安の位置づけの趣旨が、地方最低賃金審議会の各委員にも確実に伝わるよう、都道府県労

働局への周知方法について検討することを事務局に対し要望されました。 

これを受けまして、目安の位置づけの趣旨に加え、この度中央最低賃金審議会においてとりま

とめられた令和５年度の最低賃金改定の目安について、地方最低賃金審議会の委員に直接伝達

されるよう、私からビデオメッセージを送らせていただくこととなりました。地方最低賃金審議

会の委員の皆様におかれましては、視聴いただく場を設けることとなった次第です。 

視聴いただく皆様には、これから本格化する今年度の地方最低賃金額の改定に向けた議論に

向け、改めて、目安並びに今年の公益委員見解の趣旨について、理解を深める機会としていただ

きたいと思います。 

２点目は、目安の位置付けです。 
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目安は、令和５年全員協議会報告や、令和５年度目安小委報告に記載しておりますとおり、

「目安は、地方最低賃金審議会が審議を進めるに当たって、全国的なバランスを配慮するという

観点から参考にされるべきものであり、地方最低賃金審議会の審議決定を拘束するものではな

い」ことを改めて認識いただきたいと思います。 

従いまして、公労使での真摯な議論の結果、目安どおりとなることもあれば、目安を上回るこ

とも、あるいは目安を下回ることもありうるものであります。地方最低賃金審議会におかれまし

ては、目安及び公益委員見解で述べている３要素のデータに基づく目安決定の根拠等を十分に

参酌し、公労使の三者でしっかりと議論を尽くした上での決定を心がけていただきたいと存じ

ます。 

３点目は、令和５年度目安のポイントです。 

今年の目安についても、３要素のデータに基づき納得感のあるものとなるよう、公労使で５回

に渡って真摯に議論を重ねてまいりました。この結果、目安額については、Ａランク 41円、Ｂ

ランク 40円、Ｃランク 39円となりました。 

３要素のそれぞれの評価のポイントについて、簡潔にご説明申し上げます。 

まず、「賃金」についてです。 

連合及び経団連が公表しました賃上げ率は、30 年ぶりの高い水準となっております。また、

賃金改定状況調査の第４表①②の男女計及び一般・パート計についても、平成 14年以降最大と

なる、2.1％という結果でありました。継続労働者に限定した第４表③は 2.5％でありました。 

次に、「通常の事業の賃金支払能力」についてです。これは、個々の企業の賃金支払能力を指

すものではないと解され、これまでの目安審議においても、業況の厳しい産業や企業の状況のみ

を見て議論するのではなく、各種統計資料を基に議論を行ってまいりました。 

各種統計資料を見ますと、改善がみられる資料もいくつかありました。 

しかしながら、今年度の議論におきましては、企業の支払能力の厳しさを示すものとして、価

格転嫁の状況が特に注目されました。価格転嫁が進んでいる企業も増加する一方で、転嫁が進ま

ない企業も増えておりまして、2極化がみられました。価格転嫁が不十分な状況が、賃上げ原資

確保を難しくしている状況にもつながっている、その状況にも留意をいたしました。 

最後に、３要素のうち、今年度の公益委員見解で最も重視した、「労働者の生計費」について

です。ここは少し詳しく申し上げたいと思います。消費者物価指数については、昨年の改定後の

最低賃金額が発効した 10月から今年６月までの「持家の帰属家賃を除く総合」の対前年同期比

は 4.3％と、全国加重平均の最低賃金の引上げ率 3.3％ですね。を上回る水準でありました。 

直近の月次を見ると、対前年同月比で、今年４月に 4.1％、５月に 3.8％、６月に 3.9％とな

っております。昨年 10月から今年１月にかけて「持家の帰属家賃を除く総合」４％超え、５％

以上にも達する高い伸びとなった時期と比べますと対前年同月比の上昇幅は縮小傾向にありま

すが、しかしながら引き続き高い水準であります。 

消費者物価指数の「総合」、とりわけ「基礎的支出項目」といった必需品的な支出項目につい

ては、経済産業省が実施するエネルギー価格の負担軽減策である「電気・ガス価格激変緩和対策

事業」の影響で一定程度押し下げられております。「総合」では、６月は１％ポイント押し下げ

られているという試算が出ております。 

なお、６月の使用分から電気の規制料金の値上げが行われている上に、当該事業の適用は、９
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月使用分までとされておりまして、10 月使用分以降の扱いについては現時点では決まっていな

いことを確認しております。 

このような中、最低賃金に近い賃金水準の労働者の購買力を維持する観点から、最低賃金が消

費者物価を一定程度上回る水準であることが必要であると考えております。さらに、昨年以来、

継続的に消費者物価の高騰が見られる状況であり、昨年の改定後の最低賃金額が発効した 10月

から今年６月までの消費者物価指数の対前年同期比は 4.3％と、昨年度の全国加重平均の最低賃

金の引上げ率 3.3％を上回る高い伸び率であったことも踏まえることが、今年度は適当と考えま

した。 

こうした３要素のデータを総合的に勘案しまして、今年は 4.3％を基準としてランク別の目安

額を検討することといたしました。 

次にランクごとの目安額についてです。新しい資本主義実行計画などの閣議決定文書におい

ても、「今後とも、地域別最低賃金の最高額に対する最低額の比率を引き上げる等、地域間格差

の是正を図る」とされていることも踏まえ、地域間格差への配慮の観点からも少なくとも地域別

最低賃金の最高額に対する最低額の比率を引き続き上昇させていくことが必要であると考えま

した。 

その上で、賃金改定状況調査の第４表や、消費者物価指数のランク別上昇率を見ますと、各ラ

ンクに大きな状況の差異があるとは言いがたいと思います。しかしながら、地域別最低賃金額が

相対的に低い地域における負担増にも一定の配慮が必要であることから、Ａランク、Ｂランク、

Ｃランクの目安額の差は１円とすることが適当であると考えました。 

公益委員見解で参照したデータについては、別添の「参考資料」としてまとめておりますので

参照していただきたいと思います。また、これまで目安に関する小委員会で提示いたしました資

料については、地域別のものも含まれておりますので、適宜参照いただければと思います。 

また、今般の最低賃金改定の目安は、過去最高額となる高い額でありまして、地方最低賃金審

議会の委員の中には、なかなか受け入れがたいとのご意見があることも認識しております。こう

したことも踏まえまして、中央最低賃金審議会の公益委員といたしましても、今年度の最低賃金

の引上げが着実に行われるよう、政府に対して、中小企業・小規模事業者が継続的に賃上げしや

すい環境整備を行うよう各種要望を例年以上に盛り込んだところであります。 

具体的には、生産性向上の支援につきましては、可能な限り多くの企業が各種の助成金等を受

給し、賃上げを実現できるように、政府の掲げる生産性向上等への支援の一層の強化を求めまし

た。特に、業務改善助成金につきましては、対象となる事業場を拡大するとともに、最低賃金引

上げの影響を強く受ける小規模事業者が活用しやすくなるよう、より一層の実効性ある支援の

拡充と、最低賃金の地域間格差を是正しつつ、引き上げていくために、最低賃金が相対的に低い

地域における重点的な支援の拡充を強く要望いたしております。 

さらに、中小企業・小規模事業者において業務改善助成金の活用を推進するための周知等の徹

底を要望いたしました。 

加えて、中小企業・小規模事業者の賃上げ実現に向けて、賃上げ税制や補助金等における賃上

げ企業の優遇、ものづくり補助金、事業再構築補助金等を通じた生産性向上等への支援の一層の

強化に取り組むことが必要であること、赤字法人においても賃上げを促進するため、課題を整理

した上で、税制を含めて更なる施策を検討することも必要であることも記載いたしました。さら
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に、中小企業・小規模事業者がこれらの施策を一層活用できるよう、周知等の徹底も要望したと

ころであります。 

さらに、価格転嫁対策については、「中小企業・小規模事業者の賃上げには労務費の適切な転

嫁を通じた取引適正化が不可欠である」という考え方を社会全体で共有するとともに、中小企

業・小規模事業者が賃上げの原資を確保できるよう、労務費、原材料費、エネルギーコストの上

昇分の適切な転嫁に向けた取組の強化を要望いたしました。 

４点目は、発効日についてです。 

発効日については、10 月１日にこだわらず、賃上げ効果を速やかに波及させるために前倒し

すべきという意見もあれば、引き上げの準備のために後ろ倒しすべきという意見もあると承知

いたしております。 

令和５年全員協議会報告において、発効日とは審議の結果で決まるものであり、発効の時点を

規定する最低賃金法第 14条第２項におきましても発効日は公労使で議論して決定できるとされ

ています。このことを、地方最低賃金審議会の委員に周知することが適当であるというふうに記

載されています。この趣旨を踏まえまして、丁寧な議論を行っていただきたいと思っておりま

す。 

５点目、最後になりますが、これは公労使による真摯な議論についてです。 

これまで述べてきましたとおり、目安額を示す際に、様々な資料に基づいて公労使で真摯な議

論を行ってきたところであります。地方最低賃金審議会におきましても、公労使による真摯な議

論が行われますことを期待しております。中央最低賃金審議会の委員として、地方最低賃金審議

会の審議の結果については、注目していきたいと思っております。皆様には、中央最低審議会の

報告も参考になさって、公労使による真摯な議論をお願いしたいと存じます。 

以上です。どうもありがとうございました。 

 

（事務局 賃金室長） 

以上がビデオメッセージでございました。 

続きまして、目安の伝達の方を行わせていただきたいと思います。 

お手元に別添資料の「令和５年度地域別最低賃金額改定の目安について」（答申）がございま

すので、お引き寄せください。 

局長挨拶にもございましたが、答申の要点を読み上げて目安の伝達とさせていただきたいと

思います。 

表紙をめくっていただきまして、中賃の会長から厚生労働大臣加藤大臣宛にされた答申のも

のがございます。これをご覧いただければと思います。本文の記の部分を読み上げさせていただ

きます。 

１ 令和５年度地域別最低賃金改定額改定の目安については、その金額に関し意見の一致をみ

ることに至らなかった。 

２ 地方最低賃金審議会における審議に資するため、上記目安に関する公益委員見解、別紙１及

び中央最低賃金審議会目安に関する小委員会報告、別紙２を地方最低賃金審議会に提示する

ものとする。 

３ 地方最低賃金審議会の審議の結果に重大な関心をもって見守ることとし、同審議会におい
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て、別紙１の２に示されている公益委員の見解を十分参酌され、自主性を発揮されることを強

く期待するものである。 

４ 中小企業・小規模事業者が継続的に賃上げしやすい環境整備の必要性については労使共通

の認識であり、政府の掲げる成長と分配の好循環と、賃金と物価の好循環を実現するために

も、特に地方、中小企業、小規模事業者に配意しつつ、生産性向上を図るとともに、官公需に

おける対応や、価格転嫁対策を徹底し、賃上げの原資の確保につなげる取組を継続的に実施す

るよう政府に対し要望する。 

５ 生産性向上の支援については、可能な限り多くの企業が各種の助成金等を受給し、賃上げが

できるように、政府の掲げる生産性向上等への支援の一層の取組強化を求める。特に事業場内

で最も低い時間給を一定以上引き上げ、生産性向上に取り組んだ場合に支給される業務改善

助成金については、対象となる事業場を拡大するとともに、最低賃金引上げの影響を強く受け

る小規模事業者が活用しやすくなるよう、より一層の実効性ある支援の拡充に加え、最低賃金

が相対的に低い地域における重点的な支援の拡充を強く要望する。 

さらに、中小企業、小規模事業者において業務改善助成金の活用を推進するための周知等の

徹底を要望する。 

６ 中小企業、小規模事業者の賃上げ実現に向けて、賃上げ税制や補助金等における賃上げ企業

の優遇、ものづくり補助金、事業再築補助金等を通じた生産性向上等への支援の一層の強化に

取り組むことが必要である。その際、赤字法人においても賃上げを促進するため、課題を整理

した上で、税制を含めて更なる施策を検討することも必要である。さらに、中小企業、小規模

事業者がこれらの施策を一層活用できるよう、周知等の徹底を要望する。 

７ 価格転嫁対策については、中小企業、小規模事業者の賃上げには労務費の適切な転嫁を通じ

た取引適正が不可欠である。という考え方を社会全体で共有し、パートナーシップによる価値

創造のための転嫁円滑化施策パッケージ、改正振興基準に基づき、中小企業、小規模事業者が

賃上げの原資を確保できるよう、労務費、原材料費、エネルギーコストの上昇分の適切な転嫁

に向けた取組の強化を要望する。また、行政機関が民間企業に業務委託を行っている場合に、

年度途中の最低賃金額改定によって、当該業務委託先における最低賃金の履行確保に支障が

生じることがないよう、発注時における特段の配慮を要望する。 

  となっているところでございます。 

  続きまして、答申の別紙１がありまして、公益委員見解がございます。１に表が掲げられて

いるところでございますが、この金額あるいはこの地域別最低賃金改定の引き上げ額の目安

にするということでございます。 

青森はこのＣランクにありまして、Ｃランクは３９円とされているところでございます。 

  なお、今年度の目安答申のポイントにつきましては、先ほどのビデオメッセージにおいて説

明されていることから省略させていただきます。 

  続きましてこの資料の後ろの方に、後ろから３枚目のところに別紙の２というところがあ

る、小委員会報告というものが付いておりますので、ちょっと開いていただいてよろしいでし

ょうか。 

  小委員会報告でございますけれど、２の労働者委員見解、３の使用者見解がございますけれ

ども、どちらとも公益委員見解については不満の意を表明したとされているところでござい
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ます。 

  ４の意見の不一致でございますけれども、これにつきましては「本小委員会としては、労使

意見が一致せず、目安を定めるに至らなかった」とされているところでございます。 

  ５の公益委員見解及びその取扱いでございますけれども、中小企業、小規模事業者が継続的

に賃上げしやすい環境整備の必要性についてとして、各種要望が盛り込まれているところで

ございます。これについては先ほどの記の１の中にも触れさせていただいておりますので、こ

れについて省略させていただきます。 

 目安の伝達につきましては以上ということになります。 

 

（石岡会長） 

 ただ今の説明につきまして、何か質問や意見等はございませんでしょうか。 

 

（小山田委員） 

 すいません、よろしいでしょうか。小山田でございます。よろしくお願いします。 

 先ほどのビデオメッセージのお話にも触れてよろしいんですね。 

 

（事務局 賃金室長） 

 はい。 

 

（小山田委員） 

 その中の４ページですね。４頁４点目。発効日についてお聞きしますけれども、メッセージが

ございましたけれども。今回その発効日については１０月１日にこだわらずというふうなとこ

ろで、速やかに意見交換を普及させるために前倒しすべきという意見もあれば、引き上げの準備

のために後ろ倒しすべきという意見もあると承知しております。というふうなことで、これにつ

いては、審議の結果で決まるものだというふうなことで、述べられておりますけれども、これは

昨年の中央審議会の中でもこういうくだりというのはあったのでしょうか。 

 

（事務局 賃金室長） 

 これは昨年度同様なものがあったやに思いましたけど、ちょっとどの部分であったのか、ただ

ちにお答えできませんけど、従前から中賃におきましては、１０月１日の発効にこだわるもので

はなく、地方においてしっかり議論をいただいた上でもって発効日を決めていただきたいとい

うことで、従前から言われているところでございました。 

 

（小山田委員） 

 そうしますと、この審議委員会の審議の中で、発効日についても議論されるものだというふう

な認識でよろしいんですか。 

 

（事務局 賃金室長） 

 まず認識としてはそのとおりでよろしいです。 



8 

 

（小山田委員） 

 なんか今までは１０月に出すのが半ば結果としては当たり前だというふうな受けとめ方に適

していたんですけど、今の説明にありますと、必ずしもそういうことではなくて、柔軟に発効日

は設定できるというふうなことだというふうに解釈できるかなと思いましたので、今あえてお

話しました。そういうことでよろしいですね。今まで通り。 

 

（秋田谷委員） 

 それはちょっと違う認識だと思います。昨年は公益見解の目安が出されるのが非常に遅くな

ったというようなことで、昨年は中央審議会の中でも１０月１日発効出来なかったところがあ

ったというのは事実でありますし、青森地方最低賃金審議会においては、審議日程の調整の都合

もあるんですけども、ここ数年来１０月１日ではなくて、最終的な審議を経て本審の中で確認を

してから、公示等の一定の手続きを経た上で発効されているということなので、決して１０月１

日にこだわっているとかというのは、青森地方審議会においてはそういうふうな考え方ではな

いと、手続きを取るための期間をおいて、それ以降に速やかに発効されると。今回の日程も確か

１０月の何日、正確には覚えていませんけれど、５日とか６日とかそのような日程だったと思い

ます。 

 多分小山田さんがいうのは、例えば特定最低賃金のように１０月ではなくて１１月１日から

の発効とか、そういう指定発効のイメージで質問されたのかなと思いましたので、発言をさせて

いただきました。そういう認識でよろしかったでしょうか。 

 

（局長） 

 今までは、そういう形で日程は決まっていたと認識しております。 

 

（秋田谷委員） 

 今まではというのは、今回はそうではなくて。 

 

（局長） 

 今までも、今回も同じでございます。 

ただ、おっしゃったように、決めるのはこの審議会の場だというふうに考えております。 

 

（小山田委員） 

 大事なことなのでもう一度確認いたしますけど、このメッセージに書いてある通りなんです

けれども、発効日を公労使で議論して決定できるとされておりますというようなことでありま

すので、素直に受け止めて、色んないくらということになるのか、ちょっと今の段階では分かり

ませんけれども、そういう金額的なアップ、どの程度あるのかないのかというふうなところも踏

まえて、やっぱりここに書いてあるとおりですね、賃上げ効果を速やかに波及させるために前倒

し、当然そういう意見もあってよろしいかと思いますけども、逆に引き上げる側の準備のために

後ろ倒しすべきというふうなところ、こういうことも当然考えなきゃいけないと思っています

ので、これは審議の中で柔軟に決定されるべきものというふうに理解したいんですけれど、それ
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でよろしいでしょうか。 

 

（事務局 賃金室長） 

 まずはですね、今年度の審議の予定につきまして、前回の本審で確認させていただいたところ

でございますけれども、順調にその議論を進めまして８月１０日に結審をいただければ、発効は

１０月７日に発効する予定の運びとなっておるところでございまして、それが８月１０日の結

審ができない場合にあっては、Ｂプランとしまして８月１７日に結審された場合がされるとこ

ろもまた予定されております。その場合にあっては、１０月１３日に発効になるという、青森地

方審議会においてはそのような、まず予定をさせていただいてございましたので、いずれにしま

しても本審議会におきまして労使とも、しっかりご議論いただきまして金額の決定をいただけ

ればと思っているところでございます。 

 

（局長） 

 付け加えさせていただきますと、今の必要な手続きが必要ですので、その期間を踏まえたもの

についてご提案させていただいておりますので、もちろんこの場でのご審議に従っていくこと

になります。 

 

（小山田委員） 

 私、素直な人間なので書いてあるとおりで受け止めたいと思っているんですが、何か半ばその

一定の期間があれば、それでこれまでどおりにやるんだというふうにも聞こえましたので、ちょ

っとこちらのメッセージとニュアンスが違うなというふうに私には聞こえました。 

 

（赤間委員） 

 多分、今までにない表現というのは、１０月１日の前倒しという表現は今までは無かったんで

すよ。過去何年も。だから多分話し合って、原則１０月１日。ずれ込めばやっぱり最賃で働いて

いる人にはとても影響があるので、できるだけ１０月１日にこだわるというふうにはなってい

るんですけど、前倒しする場合は自由に協議して早めに出すのが大丈夫ですよということだと

思うんですよね。本来自由に決めるというんじゃなくて、さっき秋田谷委員が言ったように、い

ろんなこう官報に載せるとか、色んなものが経てあるので、自由に決めれるという審議が長引け

ば、それに準じて若干土日挟んだりなんだり、そういうのもあると思う。多分そうだと思いま

す。 

 

（小山田委員） 

 色んな認識があるということが今、分かりました。 

 

（秋田谷委員） 

 多分、第１回の時に出してある日程で、ＡプランとＢプランという分かれているところがある

んですけれども、ある程度その審議というのを十分にできるようなことを考慮して、事務局の方

で出していただけた案なんだなと私は受け止めております。 
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（小山田委員） 

 私はあくまでもメッセージを素直に読んでいるだけなので、皆さんの受け止めがまた経験値

を踏まえてのお話かと思いますけれども、私は今日初めてこのメッセージを聞いて、ああそうい

うものなんだなと思って確認したかったんですけれども、ある程度そうは言っても大体日程的

な伝わり方は決まっているねというふうなお話のように聞こえましたので、そういう皆さまが

認識だということは分かりました。 

 

（石岡会長） 

 このメッセージとして配信されるもの、ここに書いてあるものにどれだけ拘束力があるのか

ということですがね。正式な書面の中で出ているのは、この小委員会報告の別紙２ですね。別紙

２の３頁の真ん中あたりに、１０月１日発効を前提とした審議スケジュールに必要以上にとら

われることなく、慎重な議論を重ねる。これは使用者側の意見が書かれているものですが、です

から１０月１日発効ということに拘って拙速な審議をするのは止めて欲しいという使用者側の

意見が中賃の中であり、公益側委員もそういうふうなことを言ってるのではないかなと私は受

け止めていました。ですので、議論が煮詰まって審議会として結論を出せる段階になったにもか

かわらず、それをあえて遅らせる必要もないでしょうし、後これは確か去年か一昨年だったかと

思いますけれども、確か沖縄だったかと思うんですが、使用者側の意見として賃上げを呑む代わ

りにですね、その発効日を来年の４月にずらせないかというふうな意見があったという記憶が

あります。 

 結局使用者側としては大幅な賃上げを甘受する代わりに、時期を遅らせるという案を出した

のですよ。しかし、最終的にはそれは採用されなかったということなんです。 

 もちろん、審議会の場で皆さんが合意すれば、そういうふうな決め方も違法ではないでしょう

けれども、全国的にそういうふうなやり方をした例というのは多分無いと思います。 

 ですから、発効日の問題というのは、早い発効を目指す余りに拙速な議論をするのはやめてく

れと、そういうところに主旨があるのではないかなというふうに、私は受け止めましたけれど

も。他に何かご質問等はありませんか。 

 

（小野委員） 

 よろしいですか。答申の目安についてその金額に関し意見の一致をみるに至らなかったとい

うところ、どういう議論がなされてこういう結論になったか、もう少し詳しく、もしどなたか内

容をご存じなのであれば、差し障りのない程度で結構ですので、どなたでも結構ですけど、教え

ていただければ。 

 

（事務局 労働基準部長） 

 ここに書いてある内容以外、どういう議論がされ、こういう結論に至ったかその詳細について

は、現時点では把握しておりません。 
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（小野委員） 

 はい、了解しました。 

 

（石岡会長） 

 他には何かございますか。その他今日の段階で、この委員会で何か意見の交換をしておきたい

というようなことはございませんか。よろしいでしょうか。それでは中賃の目安の伝達はこの程

度にいたしたいと思います。 

 議題の（２）その他ですが、事務局から説明をお願いします。 

 

（事務局 賃金室長） 

 事務局でございます。その他としまして、配布させていただきました資料についてまずご説明

をさせていただければと思います。まずこの資料ですけれど、最低賃金法第９条２項につきまし

て、地域別最低賃金は地域における労働者の生計費及び賃金ならび通常の賃金を支払能力を考

慮して定めなければならないとされており、この３要素それぞれに対応した形で、全国から県内

の事情について各種統計を資料とし用意させていただいているものでございます。 

 この資料でございますけれども、先の７月２７日の第１回専門部会の予定で配布させていた

だいた資料と重複するものもございますけれども、例年この第２回本審におきまして、一括して

提出させていただいておるところですので、本年におきますとそのように準備させていただい

ておりますので、まずはお断りさせていただきます。 

 まず、会議次第にある資料をご覧いただければと思います。会議次第にある資料のめくってい

ただきまして資料の１、№１でございますけれども、№１のこの１頁目から始まりますのが、最

低賃金と生活保護の比較についてでございます。これにつきまして専門部会に提出されている

ものと同じものでございますけれども、まず１頁目につきましては、結論部分と、２頁から３頁

までにつきましては、計算の過程の部分でございます。 

 生活保護の最新データ、令和３年度のデータですがそれと比較させていただいているもので

ございます。１頁目でございますけれども、生活保護の月額が９６，５０７円、最低賃金の月額

が１１６，５７７円、時間額で１４２円、最低賃金が生活保護を上回っていたということになり

ますけれども、これに令和４年度では３１円の最低賃金の引き上げがございましたので、現時点

では最低賃金の方が１７３円上回っているということになります。 

 なお、先の７月２７日の第１回専門部会におきまして、生活保護の差額はいつまでに決定され

るのかということにつきまして、ご質問があったところでございますけれども、この計算するに

当たりまして、可処分所得の総所得に対する比率というものが、毎年本省から示されておりまし

て、２頁目以降に計算式が出ている中で、比率の０．８１６という数字が出ているんですよ。こ

の数字が本省から示されるのが毎年７月ですから、地方においてこの計算ができますのが、７月

頃になります。 

 なお、この資料を使っております生活扶助の基準額というのが原則５年毎に見直すこととさ

れておりまして、この次にこの基準額が改定されるのは令和５年１０月に改定されることとな

っております。 

 続きましてこの資料をめくっていただきまして、７頁目の資料№４でございますけれども、青
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森県の最低賃金額未満率の影響率のものでございます。まず未満率と影響率でございますけど、

未満率が改正前の最低賃金を下回っている労働者の場合、影響率は最低賃金が改正した後に、最

低賃金が下回ることの割合ということになります。この表で令和４年度ですと未満率１．６％、

その時の昨年場合ですと８２２円を下回っている労働者の割合ということになります。今年の

令和５年は２．５％ということになります。この点につきましてはまた後ほど詳しくご説明いた

します。 

 令和４年度の影響率は２５．３％ということでございますけれども、これは８２２円が８５３

円に引き上げた際に影響を受ける労働者の割合ということになります。 

 以下、資料№１９以降にいたるまでにつきましては、最低賃金決定の３要素の資料で、今後青

森県内に関わる資料ということになります。№２０につきましては全国からの資料ということ

になります。 

 続きまして別冊の１、令和５年度最低賃金基礎調査結果というものになりますけど、こちらを

お手元にお引き寄せなさっていただければと思います。めくっていただきまして、最初目次があ

って、その次から調査結果というものがあります。誠に恐縮でございますけれども、この資料な

んですけれども、目次には頁打っているところでございますけれども、本体のそのものにつきま

して頁がちょっとふられておりませんで、誠に恐縮ではございますけれども、そこは申し訳ござ

いませんでした。 

 まず１頁目の調査結果でございますけれども、１、２、３、４、５、６とありまして、３の調

査対象された業種、産業ですね。４に業種毎の事業所の規模等々がございます。めくっていただ

いて更に２頁目の７のところに、令和５年度の集計の事業場数、労働者数がありまして、この表

の下のところにございます、地域最低賃金対象産業計というところがございますけれども、ここ

の右の方に基礎調査の集計事業者数等々ございまして、事業者は７００事業所、労働者は５，５

１７の労働者について回答があったものでございますけれども、これを復元しまして、労働者の

１５４，２３８人に復元して計算をさせていただけるところでございます。 

 ちょっと頁をめくっていただきまして、次に青森県最低賃金引上試算表（令和５年）というの

があります。まずこちらをお開きいただければと思います。これが調査結果で得られたものの引

き上げ率、引き上げ額の影響率を一覧表で１円刻みで示したものでございますけれども。これで

まず現行の最低賃金８５３円でございますけれども、左上に未満率ありまして、これが２．５％

となっております。 

 昨年度は同時期が１．６％となっておったところでございますから、０．９％高くなっている

ということでございます。この表を上から順に見ていただければと思いますけれども、８５３円

から１円ずつ引き上げていくというものになっているところでございます。 

 ８５４円のところを見ていただければ、１円引き上げまして、引き上げ率は０．１２％、影響

率は９．２％ということになります。この影響率を見ていただければですね、８６０円の影響率

が１１．４だったところが、８６１円で１５．１というふうになって、急激に上がるということ

になりますけど、これは、きりのいいところでもって賃金設定しているので、このように上がっ

ていくということが見てとれるところでございます。 

 続きまして、この引上試算表をめくっていただきまして、８９２円のところを見ていただけれ

ばと思いますけども、今回３９円引き上げの目安が示されておりますので、現在の８５３円から
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仮に３９円引き上げられますと、２３．６％の影響率があるというところでございます。ちなみ

に昨年は３１円引き上げて２５．３％であったところでございます。次の頁からは総括表という

形でもって、全産業のものを付けさせていただいたところでございます。 

 まず、この表の見方につきましてですけれども、総括表の（１）の最初の頁でございますけれ

ども、一番左に時間当たり所定賃金額、その右に対応する賃金額以下の賃金の労働者数となって

います。合計欄のところに人数がありまして、１５４，２３８名、これは先ほど申し上げた復元

した労働者の数値になりますけども、次に賃金のところを見ていただきまして、８５３円の欄を

見ていただけたらと思います。 

 ８５３円のところ、これが１４，２３７名というところが労働者数載っておりますけれども、

これが労働者の累計ということになっておりまして、その１個前の８５２円の労働者数のとこ

ろが３，７９６名いるということになります。この金額で払われている労働者はこれだけいると

いうことでございますので、これは累計というものでございますので、この１４，２３７から

３，７９６を引いた１０，０４１名といいますのが、この８５２円以下の労働者ということにな

っていくということでございます。 

 また影響率についてでございますけれども、８５３円のところから先ほど１円上がって影響

率が９．２になるということがございましたけれど、この表では８５３円で９．２となっていま

して、先ほどの引き上げ表を見ていただいてですね、８５４円のところでもって影響率が９．２

となっているのが、この８５３円のところの区分欄みたいに９．２というところの表を見ていた

だくということになります。表の見方がこのようになっているところでございます。以上が別冊

１の説明でございました。 

 続きまして、別冊資料２についてでございます。委員のお手元の資料には付箋をちょっと付け

させておるということですけど、通し番号を振っておりませんので、ちょっと説明をしやすくす

るために付箋を付けさせていただいているということでございました。 

 まず付箋の１番目のところでございますけれども、１番目につけておりましたのは、いわゆる

第４表のものでございます。第４表の①、②、③が６頁、７頁、８頁であるところでございまし

て、こちらに産業計がございまして、全産業計の男女別でいくとＡランクが２．３、Ｂランク２．

０、Ｃランクが２．１、全産業が２．１となっているところであります。 

 この今の見ている付箋ついているところが、８頁目のところ、４表③のところでございますけ

れども、こちらについても同様に全産業計でございますけど、Ａランクが２．４、Ｂランクが２．

４、Ｃランクが２．７、全体の計が２．５というふうになっているところでございます。 

 ４表の①と③の違いでございますが、どちらもこれ今年６月に在籍していた労働者について

集計しているものでございますけれども、③の表につきましては、令和４年６月と令和５年６月

の両方に在籍していた労働者について、ずっと在籍していた労働者について集計したものとい

うことになっているものでございます。 

 続きまして付箋のついている２のところでございます。これ生活保護との比較でございます。

これ全国の状況ということになっているところでございます。実線のものは最低賃金額、折れ線

になっているものは生活保護、生活する基準ということになっているところでございます。どち

らにしても生活保護よりも最低賃金額が上回っているということがこれでお分かりになるかと

は思います。 
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 次の付箋の３番目でございますけれども、資料ナンバー３というところでございますけれど

も、これは地域別最低賃金額の未満影響率のこれ全体全国のものになってくるものでございま

すけれども、平成２５年度から令和４年度にかけてのがついているところでございます。各ラン

クにしまして未満率は、ほとんど変動はないところではございますけれども、影響率につきまし

ては、年々上昇傾向にあるということがあるかと思います。 

なお令和２年につきましては、目安がコロナの関係で示されなかったということでございま

すが、この年度はちょっと特異な年度でございますけれども、過去５年ほどを見ますと、年度内

の影響率は上昇していることが大きくなっています。 

 これは、最低賃金改定が及ぼす影響が大きくなってきているということが示せていることで

ございます。こっちの付箋の付いてる次の頁を見ていただきますと、最低賃金の未満率と影響率

の表がついているところでございます。１の（１）と２の（２）というものがございまして、２

の（１）の方が基礎調査よりも２の（２）のものにつきまして、これは賃金構造基本統計調査に

よるものでございます。２の（１）の方のものにつきましてですけれども、青森は２５．３％の

影響率になったということで、これは全国２番目に高くなっているということでございました。

なお（２）の方の青森の影響率がこれは７．３ということになっているところでございますけれ

ども、この基礎調査と賃金構造基本統計調査では対象とする、調査の対象とするものが違います

ので、最低賃金の影響も大きく出るのはこの２の（１）の方のですね基礎調査によるものの方が

大きく数字に出てくるというところから、このような差が出てきているということでございま

す。 

 続きまして、付箋の付いている４番のものをご覧いただきたいと思います。こちら賃金の分布

図になってきているところでございます。付箋の４番目につきましては、短時間労働者のものに

なってきていることがありまして、こちらは東京から始まりまして青森までのものがついてい

るということでございます。今、付箋の付いている４番目のところは、まずは東京から始まって

くるということでございますけれども、東京ではですね、これはまず数字のその１，０４１とい

うところがありますけれども、この１，０４１というのは昨年４年６月の調査でございましたの

で、対象となる令和３年の最低賃金額が１，０４１円とことになっていましたので、ピークのと

ころが東京ですと１，０５０円のところに大きなピークが来ていて、あとは下がっているところ

があるということでございます。 

 続きまして、付箋のついている５番目のところの頁を開いていただきたいと思います。こちら

に青森県のものが載っているところでございます。この青森県を見ますと８２２円のところに

ピークが来ているというところでございます。この同じ頁の秋田のものがございますけれども、

秋田も同じ８２２円が当時の最大賃金でございましたけれども、秋田は青森の８２２円の同じ

ようなピークでなくって８５０円ですとか９００円のその辺のところにピークが来ているよう

なところがありまして、その隣の前の頁の岩手のものと比べても、北３県と比べても、青森はま

だピークの形とは違ってきているのかなと、青森と同じようなピークの形を取っているような

沖縄ですとか宮崎が同じようなものが見られるところでございました。 

 それ以下の資料につきましては、説明は省略させていただきまして、また申し訳ございません

けど、先ほどの中賃の目安の答申のものをまた改めてお引き寄せいただいてよろしいでしょう

か。 
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 この答申のですね、中ほどから実はこの資料に参考資料別添というのが付いてございます。こ

ちらの頁をまずお開きいただければと思います。中賃の公益委員見解が取りまとめた参考され

た資料ということでございます。まずこれについても簡単にご説明させていただきたいと思い

ます。 

 まず最初１番目１頁のところで、この春季賃上げ妥結状況でございますけれども、ご覧いただ

いているとおり、今年はですね、最終になるものが３．５８、中小でも３．２３と、東北比較化

の中で一番高くなっているものでございました。 

 続いてめくっていただいて次の頁になりまして、経団連の中賃妥結状況でございまして、これ

を今年のものが大企業３．９１、中小でも２．９４と、これもこの範囲の中では一番高いアップ

率になっているところでございます。 

 そこから下のところにつきましては、４表の①、②、③でございまして、今先ほどご説明申し

上げたものでございます。 

 ちょっと頁をめくっていただきまして、この資料のついている頁、１０頁、１１頁になってい

るところをご覧いただければと思います。価格転嫁の状況についているグラフのついている円

グラフと横棒グラフのあるところをご覧いただければと思いますけれども、こちらのものにつ

きましては、中小企業庁が公表しております今年３月の価格交渉促進月間のフォローアップ調

査ということになります。前回の半年前の令和４年９月の価格交渉促進月間フォローアップ調

査と比べるとコスト上昇のものが二極化されているというところでございました。 

 価格転嫁するというところの割合が高くなっているところ、状況が一部好転するうんぬんか

んぬんというものと、全く転嫁できていない減額されたとするものもあるということで二極化

しているところでございました。 

 コスト別の要素で見ますと、現在では転嫁率５８％以下である、一方エネルギーコストや労務

費コストが、これに比べて約１１から１３％低い水準であるということを踏まえると、賃上げ原

資を確保することは難しい企業が多く存在するということをされているところでございます。 

 また資料をめくっていただいて、１５頁目にありまして、令和４年１０月以降の消費者物価指

数の対前年上昇率の推移のものでございます。こちらの表ですけれども、昨年の最低賃金が改定

されてから１０月直近６月までのものの消費者物価指数でございますけれども、平均を取りま

して４．３％になったということ、この４．３％が中賃のいっておりますところの目安の根拠に

なっているということでございました。 

 お手元の資料についての説明は以上でございます。あと加えましてですね、第１回本審におい

て、委員からご質問、標準生計費につきまして、労働基準部長の方から補足の説明をさせていた

だければと思います。 

 

（事務局 労働基準部長） 

労働基準部長の上野です。机上配布資料として、１枚ご用意させていただいております。前回

のこの審議会の場で、石岡会長の方から令和４年４月、４３青森と書いてあるところに１５４，

４５０円の生計月額４人世帯のもののところをご指摘いただいて、体感というか生活実感をや

や反映しているものではないかということをいただきましたので、全国の平成３０年４月から

令和４年４月データ取り置き分の全国の一覧をこちらの方で、同様の都道府県人事委員会給与
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勧告参考資料の数字を拾い上げて一覧とさせていただきました。 

平均を薄緑で付けさせていただいておりますところは、今後５年間の区分というのを単純に

平均をして５で割った数字でございまして、それを単純に並び替えるとかいうところで、この５

年分を見ると青森は４３番目に位置をしていると、この緑色の濃い緑色のところの結果となっ

ております。 

標準偏差ということで、右側の欄外に数字を載せさせていただいておりますけれども、この数

字、ある一定の統計の考え方に基づく方法で数字を算出しますと、数字が大きい程そのサンプル

に基づくバラつきが大きいことを示しておりまして、それを一覧にした、横に一覧にして視覚で

バラつきの大きさをすぐ見えるようにしたものが、裏の表でございます。 

もちろんこれ５年分のサンプルでございますので、統計によるそのサンプルのどこを取った

かというところのバラつきは一定で認められるところでございまして、その５年分の結果を並

べてみたところ、青森は４３番目ということでございましたので、ひとつの指標としてご参考に

していただければというふうに事務局から整理したものを提供させていただいた次第です。以

上報告でございます。 

 

（石岡会長） 

 これまでのところで何か質問等はございませんか。 

 

（赤間委員） 

 「価格転嫁をできていないところと二極化」とあるんですけど、青森県だけで、その産業とか

業種とかというものが分かるものなんですかね。 

 それと最賃の相関性というか、果たしてその二極化して価格転嫁できないところの人が、やっ

ぱりそれで最賃で働いている人が多いものなのか、そういうデータは出ているものはないです

か。難しいか。 

 

（事務局 労働基準部長） 

 ちょっと現時点では把握をしておりません。その点については、可能な限りどこまでご要望の

ものをご提示できるかというところはあるんですけども、確認の上、いつまでにご提示できるか

も含めて、少し事務局の方で対応させていただきたいと思います。 

 

（赤間委員） 

 便乗して価格転嫁しても賃金上げていないところもあれば、本当に最賃以上の賃金でも、価格

転嫁できていない苦しい企業もあるかもしれないし、いくら生産性を上げて労働者が生産性上

げたとしても、価格転嫁する気がなければ、いくら生産性を上げても伸びないわけですけど、な

んかそこらへん具体的に、うちらの肌感覚としてもなかなか分かりづらいので、細かいところが

ちょっとわかれば、真実がというか、中身がちょっと見えるところがあるのかなと思います。 

 

（事務局 労働基準部長） 

 非常に重要な指摘であると思いますので、参考となるものがご用意できるかどうかも含めて、
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事務局の方で検討させていただきたいと思います。 

 

（小野委員） 

 今の赤間委員の意見、私も報道の範囲しか知識はありませんけども、来年の春闘の大きな鍵を

握るのがこの価格転嫁だというふうに言われていると。八戸地域限定、とりわけ私の企業、非常

にこまい限定になってしまいますけど、価格転嫁をしなければならないと差し迫ったのが、思い

起こせば４月、少し出遅れた感がありましたけれども、それでも丁寧に、岸田首相ではありませ

んけど、丁寧にお客様にかくかくしかじか資料も提示しながらお話すれば理解をしていただけ

るお客様、車検の料金を上げていただいたり、修理の料金を上げていただいたり、お客様によっ

ては分かったと、やむを得ないよなというお客様があれば、うちも厳しいんだよ、うちもこんな

状況で業績も下がっているし、ちょっと今提示された料金では払えない、もう少し現状維持でお

願いします。なる回答をされる。この２種類になるんですけど、そうすると経営側とすれば、そ

のお客様を今度切っていかなければならない。赤字でやっていくわけにはいかない。そうすると

お客様はしぶしぶ応えてくれるお客様と、うん申し訳ないけどお付き合いこれで終わりにさせ

ていただく、そういうふうに厳しい整備だけではなくて、三八五ですからトラックの関係も申し

上げると、トラックも同じでありまして、赤字の企業様とお付き合いをしている場合じゃない。

自分達の企業を守っていかなければならない。 

ゆえに先ほどのお話によると、価格転嫁これを丁寧にお願いをしていく。これが来年の春闘に

つながるであろう。経営側としてもその価格転嫁をいくらでも多く収入を上げていかなければ、

来春の春闘には結びつかないだろうと、今回の最賃についても報道されている範囲では、その価

格の二極化というところに大きな議論のポイントになるのではないかと、そのことも認識して

きておりましたので、あと表現が難しいのでこの程度にしておきます。以上です。 

 

（赤間委員） 

 ひとつの情報として、今はエネルギー価格の転嫁、資材の転嫁、色々した卸であれば元請であ

れば入れれば、色々な転嫁状況の内容にもよると思うんですけれども、生産性上げるということ

は、転嫁に労働者がどれだけ仕事をしていくかということもあるだろうけども、その転嫁してい

ないのが本当にできないものの転嫁なのか、ただ単に労働者の賃金低いところによって、安売り

の転嫁でしていないものなのかって色々あると思うので、やっぱりそういうところは生産性上

がっていかないし、そのお客さんのカスハラみたいなハラスメントに近いようなモンスターの

そのお客さんの要望を聞いている必要がない時代だと思うので、ある程度そこらへんも妥協し

ながらと思ってやる。色んな人いるんですよ。業種もそうですけど、ちょっと分かれば参考にな

ればなと。 

 

（石岡会長） 

 はい。他には。 

 

（小山内委員） 

 やはり全体の声をまず増やさなければならないというふうにも思います。それに対して政府
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の方もあるいは行政の方も支援とかですね、そういった手当とかがもう少し見えてくればあり

がたいなというふうには思っております。分からない場合は結構ですので。その点もご教示いた

だければありがたいというふうに思います。 

 

（石岡会長） 

 今の点は、事務局の方から何かお答えできますか。 

 

（事務局 労働基準部長） 

 中賃の答申の中にもありますように、いろいろ政府の方にもそういった視点での要望がなさ

れているものと承知をしております。ですので、その助成金を含めた金銭的な部分も含め、パー

トナーシップ構築宣言に基づく取引適正化や、その視点に立った中小企業庁等の厚生労働省以

外の省庁とも連携した対応について、今後、本省から具体的に指示が来るというふうに承知をし

ているところでございますので、そういったところも踏まえまして、青森労働局としても適切に

対応してまいりたいというふうに思っております。 

 

（石岡会長） 

 よろしいでしょうか。 

 

（赤間委員） 

 もうひとついいですか。ごめんなさい私だけですけど。なかなか資料が出ないと思うんですけ

ど、やっぱり１年、２年前の資料を今見ても、中賃でもできないものなんだろうから、ここでも

難しいと思うんですけど、１年も２年も前の物価とかなんとかのデータを見ても、ものすごい勢

いで上がっているので、さっきメッセージにもありましたけど、９月、１０月分の電気代からも

のすごくこう急激に上がったと思うんですよ。そこらへんもいくらになるかわからないとさっ

きのビデオメッセージにもありましたけれども、現段階でも物の物価が５％以上というと、肌感

覚でいけばもっともっと上がっているような気がするんですよね。だから目安が３９円とか４

０円とか４１円て、そこらへんで物価に追いつくくらいといっても、本当はどれくらい上がって

いるのかというのは、直近でもわかればと思うんですけど、そういうデータって出てこないです

よね。だから来月からも２万７千品目また値上げがあるとか、カップラーメンがまた上がると

か、何が上がるとか、生活に本当に低廉なその賃金の人にも直結するような食、食べる物がすご

い上がっていくと思うので、もしデータがあればとても参考になるかなと思って。 

 

（事務局 労働基準部長） 

 そこのより新しいデータで、今まさにいろいろ動いている状況ではあるとは思いますので、お

っしゃる通りだとは思いますが、その辺の何かデータが取れるかどうかは、もう少し当たってみ

たいと思います。まさに今動いているところでございますので、当たった結果、どこまで取れる

かも含めて、今、お約束できないところでございますので、問題意識としては拝聴いたしました

ので、その辺も含めて確認に当たってみたいと思います。 
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（赤間委員） 

 日経のデータからも見れば、結構直近のやつが出ていたりとか、光熱費がもう青森県は東京よ

りも高いとか、いろんなそういう民間のデータも出ているので、もし、ぜひ参考になるのは。最

賃で働いている人は日々大変だと思うので。できればそういうデータがあればと思うんですよ。

民間ではもう結構出ているので。分かりました。 

 

（石岡会長） 

 他にはございませんか。ちょっと標準生計費の統計はよくわかりませんね。なんかね。都市ご

とのばらつきもすごく大きいし。奈良が３番で、岩手が１０番目にいると。これ人事院勧告のベ

ースになっている資料なんでしょう。 

 

（秋田谷委員） 

 岩手すごい増えてますよね。 

 

（石岡会長） 

 岩手も大きいし、もっと大きいのは香川とかね。 

 

（秋田谷委員） 

 ３３番か２０番。 

 

（赤間委員） 

 青森、秋田あたりはそうだとしても、岩手がこんなに上になるわけない。 

 

（秋田谷委員） 

 あまり参考にならないデータです。 

 

（赤間委員） 

出していただいのに間が悪かった。 

 

（森 宏之委員（会長代理）） 

 物価指数と連動もあまりこれではよく分からないですよね。 

 

（赤間委員） 

 調べてみれば単身になれば結構違ったりとか、４人になれば色んな負担があるので。 

 

（石岡会長） 

 ということですが、他には何かありませんか。よろしいですか。今日のところは。それではそ

の他に何か事務局の方からありますか。 
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（事務局 賃金室長） 

 事務局でございますけど、皆さまのお手元にですね、当日配布資料としまして、産別の日程案

についてお伺いさせていただくところでございます。こちらにつきましては、先般皆さまから予

定を確認させていただいたもので、それをもとに作成させていただいたところでございます。 

 この一覧の日程を見ていただければと思いますけれども、まず８月１０日ないし１７日の第

３回本審の際にですね、必要性の有無について諮問を行った上で、９月６日に第１回検討小委員

会、９月１２日に検討小委員会と第２回の本審、以下９月２９日に鉄鋼専門部会、１０月５日に

電気専門部会、１０月６日が各種商品小売の専門部会、１０月１０日が自動車の専門委員会、あ

と予備日が１０月１３日と１０月１６日を設けているところでございます。 

 それで１０月１６日に本審を経て、異議審をした後に、事務局としましては５年１２月２１日

の指定発効を目指していければというところでございます。 

 このような案を作成させていただいたところでございますので、こちらもまず事務局として

委員の皆さまに提出させていただきます。 

 

（石岡会長） 

 事前にご覧いただいているかと思いますが、このような日程で産別の方を行うというふうな

ことでよろしいでしょうか。 

 

（秋田谷委員） 

 一点だけいいですか。事前に委員の皆さん全員出席できる最大数で日程を設定したと思うん

ですが、実は先日９月１２日、うちの野坂委員が都合悪いということが分かりまして、そこは仕

方ないということでよろしいでしょうか。 

 

（事務局 賃金室長） 

 なるべくなら全員が出席いただければと思いますけど、どうしてもご都合のつかない方がい

らっしゃって、そこで最大公約数といいますか、定足数を満たす中で、とうことで組まさせてい

ただきました。いずれにしましても、どうしても都合のつかない場合もあろうかと思いますけれ

ども、その場合によっては定足数を満たすという観点で設定をさせていただきました。というこ

とをご報告させていただきます。 

 

（石岡会長） 

 よろしいですか。 

 

（秋田谷委員） 

 分かりました。 

 

（石岡会長） 

 よろしいでしょうかね。なるべく予備日を使わないで。できればと思いますが。それではです

ね。何か。 
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（事務局 賃金室長） 

 事務局でございますが、冒頭でお話しましたけども、ビデオメッセージのメモにつきまして

は、回収させていただければと、机の上に置いたままにしていただければと思いますので、誠に

恐縮ではございますけれども、ご協力の方をよろしくお願いいたします。 

 

（石岡会長） 

 それではですね。８月４日、今週金曜日ですかね。専門部会からいよいよ金額審議に入る状況

になります。産別も含めて専門部会における金額審議につきましては、非公開のことで審議して

やります。三者が揃う部分は個別の審議については非公開という形にしたいと思います。 

 それから８月４日の金額審議にあたって労使双方から今年度の最低賃金改定の基本的な考え

方を伺いたいというふうに考えております。双方書面をご用意いただきたいと思っております。

よろしくお願いいたします。 

 その他何か今日の段階でご発言等はございませんか。よろしいでしょうか。それでは本日の審

議会はこれをもって終了といたします。どうもお疲れ様でした。 


